
ト
ン
数
標
準
税
制
の
導
入
に
向
け
た
決
議
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会
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議
員
連
盟

我
が
国
経
済
、
国
民
生
活
を
支
え
る
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
で
あ
る
外
航
海
運
に
つ
い
て

は
、
激
し
い
国
際
競
争
の
中
に
あ
る
が
、
欧
米
、
韓
国
等
に
お
い
て
、
ト
ン
数
標
準

税
制
（
船
舶
の
ト
ン
数
を
基
準
と
し
た
み
な
し
利
益
課
税
）
が
導
入
さ
れ
た
結
果
、

本
邦
外
航
海
運
事
業
者
は
不
利
な
競
争
条
件
を
強
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
安
定
的

な
国
際
海
上
輸
送
の
核
と
な
る
べ
き
日
本
籍
船
・
日
本
人
船
員
は
、
コ
ス
ト
競
争
力

の
喪
失
か
ら
極
端
に
減
少
し
て
お
り
、
憂
慮
す
べ
き
状
態
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
事
態
に
対
し
、
昨
年
十
二
月
の
平
成
十
九
年
度
与
党
税
制
改
正
大
綱

に
お
い
て
、
平
成
二
十
年
度
税
制
改
正
に
お
い
て
ト
ン
数
標
準
税
制
の
導
入
に
つ
い

て
具
体
的
に
検
討
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
海
運
・
造
船
対
策
特
別
委
員

会
及
び
海
事
立
国
推
進
議
員
連
盟
で
は
、
ト
ン
数
標
準
税
制
の
導
入
の
実
現
に
向
け

て
具
体
的
議
論
を
深
め
て
き
た
。
さ
ら
に
、
本
年
七
月
に
は
海
洋
基
本
法
が
施
行
さ

れ
、
安
定
的
な
海
上
輸
送
の
確
保
が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
。
正
に
ト
ン
数
標
準
税

制
の
導
入
こ
そ
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
お
り
、
以
下
の
と
お
り
緊
急
に
決
議
す
る
。

一
、
我
が
国
外
航
海
運
企
業
の
国
際
的
な
競
争
条
件
の
均
衡
化
を
図
る
こ
と
に
加
え
、

日
本
籍
船
・
日
本
人
船
員
の
計
画
的
増
加
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
安
定
的
な
国
際

海
上
輸
送
を
確
保
す
る
た
め
、
ト
ン
数
標
準
税
制
の
平
成
二
十
年
度
税
制
改
正
（
法

人
税
、
法
人
住
民
税
、
法
人
事
業
税
）
に
お
け
る
導
入
を
目
指
す
。
併
せ
て
、
日

本
籍
船
・
日
本
人
船
員
の
計
画
的
増
加
及
び
非
常
時
に
お
け
る
輸
送
の
確
保
を
担

保
す
る
た
め
の
法
整
備
を
行
う
。

二
、
同
税
制
の
導
入
に
当
た
っ
て
は
、
(1)
企
業
経
営
を
必
要
以
上
に
規
制
し
な
い
こ

と
、
(2)
み
な
し
利
益
の
水
準
に
つ
い
て
諸
外
国
並
み
と
す
る
こ
と
、

(3)
日
本
籍

船
・
日
本
人
船
員
の
増
加
を
政
策
面
か
ら
確
実
に
担
保
す
る
た
め
恒
久
措
置
と
す

る
こ
と
、
(4)
ト
ン
数
標
準
税
制
を
通
常
の
法
人
税
と
の
選
択
制
と
す
る
こ
と
、
(5)

通
常
の
法
人
税
を
選
択
す
る
場
合
、
現
行
の
特
別
償
却
制
度
等
法
人
税
の
特
例
措

置
を
堅
持
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。


